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１． はじめに♪

皆さん、明けましておめでとうござ

います。知的財産の「伝説の名
マ エ ス ト ロ

指揮者

（？）」こと弁理士の中川淨
きよむね

宗です。

本稿では、前回まで「発明」の要件

と種類について説明してきました。今

回は、「発明者」とは誰のことかを理解

するのに役立つ判例として、知的財産

高等裁判所の平成20年５月29日の判

決「ガラス多孔体事件」を紹介します。

発明者とは、一般に発明した人のこ

とを指しますから、分かり切った問題

のように思われます。しかし、「発明者

とは誰か？」は、「発明とは何か？」に

もつながる奥深い問題があるのです。

ここで、発明者の問題に入る前に、

「特許を受ける権利」について少し説

明しておきましょう。まず、特許出願

人がその発明について特許を受ける権

利を保有していなければ、特許を取得

することはできません（特49条７号）。

また、特許を受ける権利を保有してい

ない者が特許を取得してしまったとし

ても、原則としてその特許は無効にさ

れてしまいます（特123条１項６号）。

つまり、適法に特許を取得するため

には、その発明について特許を受ける

権利を保有していなければなりませ

ん。では、特許を受ける権利は、どの

ようにして取得できるのでしょうか？

特許を受ける権利は、発明の完成と

同時に、発明者に発生します（特29

条１項柱書き）。この権利は、譲渡や

相続などで移転することもできますが

（特33条１項）、最初にこれを取得す

るのは発明者ですから、発明者を特定

することはとても重要な問題です。

そうはいっても、１人で発明を行っ

た場合に、その発明者は誰かが問題に

なることは少ないでしょう。

一方、企業や研究機関においてなさ

れる発明のように、複数の人間が発明

に関与する場合に、その発明者は誰か

がしばしば大きな問題になります。

しかし、特許法には、発明を定義す

る規定はあるものの、発明者を定義す

る規定はありません。こんなときこそ、

判例を読む意義があるわけです。

それでは、今回紹介する判決を通じ

て、発明者とは具体的にどのような人

を指すのかについて、皆さんに「マス

ター」していただきましょう。

２． この事件のあらすじ♪

平成10年当時、原告ＸはＡ大学の

教授であり、被告ＹはＡ大学の助教授

でした。Ｍは、外国の大学を卒業し、

大学などで研究に従事していました

が、同年Ａ大学の修士課程に入学し、

Ｘがその指導教官になりました。

同年、Ｂ社は、Ａ大学に対して、「水

熱ホットプレス法を用いた廃ガラス粉

砕材のリサイクリング技術の開発」と

題する共同研究（本件共同研究）を申

し込みました。

【特許を受ける権利と発明者の関係】

その発明について適法に特許を取得するために
保有していなければならない権利である。

特許を受ける権利の意義

発明者が発明を完成させたのと同時に、発明者に
自動的に発生する。

特許を受ける権利の発生

単独で発明を完成させた場合よりも、複数人が
関与して完成させた場合に、特定が困難になる。

発明者を特定する困難性

特許を受ける権利を保有しているか否かを判断す
べく、発明者を特定する必要がある。

発明者を特定する必要性

問題

Lesson22：発明者とは？
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Ｘは、本件共同研究を担当すること

になったため、その実験を補助するア

ルバイトとしてＭを雇用しました。そ

の際、Ｘは、Ｍに対して、水熱化学の

分野や水熱ホットプレス法の一般的な

説明を行い、本件共同研究で行うべき

実験の概要についての説明をしたうえ

で、その実験を行わせました。

Ｍは、本件共同研究の実験を始めた

ころはＸの指示どおりに実験を行って

いましたが、水熱化学や水熱ホットプ

レス法に関する理解を深めていき、実

験方法などをＸに提案したり、Ｘと議

論したりするようになりました。

本件共同研究を進めるうち、Ｘは、

水熱ホットプレス法により得られたガ

ラス固化体の強度に満足できず、Ｍに

ガラス固化体についてDTA法による

加熱実験を行うように指示しました。

そこで、ＭがＹに相談したところ、

Ｙは、TG-DTA熱分析装置が損傷す

るおそれがあるため使用できないこと

を説明し、その分析のために白金坩
る

堝
つぼ

を使用することを提案しました。

Ｍが、所定の条件の下、圧縮した青

色ガラスを前もって再加熱し、それを

白金坩堝によって１時間750℃で再加

熱したところ、ガラス固化体は発泡に

よる多孔性の外観を呈しました。

そこで、ＭがＸに白金坩堝を見せて

実験結果を報告すると、ＸはＭに

SEM写真の撮影などを行い、報告書

を作成するように指示しました。

この判決のポイント

そして、ＸとＭは、Ｂ社に対し、前

記の報告書に基づいて説明を行いまし

たが、これ以降Ｘはガラス多孔体に関

する研究を打ち切りました。

翌平成11年に、ＸがＡ大学を退官

したため、Ｙがその後任として教授に

就任し、Ｍの指導教官になりました。

Ｍは、水熱ホットプレス法によるガ

ラス廃棄物のリサイクルを研究テーマ

とし、Ｘの了解を得たうえで、Ｙの指

導の下でその研究を継続し、翌平成

12年にこのテーマに関する修士論文

（本件修士論文）をまとめ、Ａ大学の

修士課程を修了しました。

一方、ＹはＣ社に特許を受ける権利

を譲渡し、Ｃ社はＹを発明者として、

その名称を「ガラス多孔体及びその製

造方法」とする発明（本願発明）につ

いて特許出願を行いました。また、Ｙ

は、文科省に助成金の交付申請を行っ

て助成金を得るとともに、Ｄ協会から

学術賞を授与されました。

これに対して、Ｘは、本願発明の発

明者はＸであるから、Ｙによる上記の

各行為によりＸの発明者名誉権や名誉

感情などが侵害されたと主張して、Ｙ

に対し1000万円の損害賠償を求める

訴えを提起しました。

第一審（東京地方裁判所平成19年

３月23日判決）は、Ｘの請求を100万

円の限度で認めましたが、Ｙはこれを

不服として控訴しました。控訴審判決

のポイントは、以下のとおりです。

「発明者とは、自然法則を利用した高

度な技術的思想の創作に関与した者、

すなわち、当該技術的思想を当業者が

実施できる程度にまで具体的・客観的

なものとして構成する創作活動に関与

した者を指すというべきである。当該発

明について、例えば、管理者として、部

下の研究者に対して一般的管理をした

者や、一般的な助言・指導を与えた者や、

補助者として、研究者の指示に従い、

単にデータをとりまとめた者又は実験を

行った者や、発明者に資金を提供した

り、設備利用の便宜を与えることにより、

発明の完成を援助した者又は委託した

者等は、発明者には当たらない。もとよ

り、発明者となるためには、一人の者が

すべての過程に関与することが必要な

わけではなく、共同で関与することでも

足りるというべきであるが、複数の者が

共同発明者となるためには、課題を解

決するための着想及びその具体化の過

程において、一体的・連続的な協力関

係の下に、それぞれが重要な貢献をな

すことを要するというべきである」

「本願発明は、Ｍが、白金坩堝を使

用して750℃まで加熱した際に多孔性

現象を発見したことが端緒となったこ

と、Ｍは、前記多孔性現象の効果及び

有用性などを確認し、検証するために、

Ｙの指導を受けながら、水熱ホットプ

３． この判決の内容♪
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また、本判決は、複数の人間が共同

発明者になるためには、発明という創

作的な活動において、密接かつ継続的

に協力し合って、個々人が重要な貢献

をすることが必要だと述べています。

そのうえで、Ｘは、本願発明の発明

者であるＭに対して、先ほどの管理者

として、一般的な助言や指導を行った

にすぎない者であるから、発明者には

当たらないと結論付けました。

しかしながら、発明者に当たるか、

それとも管理者などにすぎないかは、

明確に線引きができる問題ではなく、

それぞれの具体的な事案に応じて判断

しなければならない難しい問題です。

５． 発明者か否かの判断手法♪

本判決を含む多くの裁判例は、発明

者であるか否かを判断する際に、次の

ような判断手法を用いています。

まず、特許請求の範囲や明細書と

いった出願書類の記載内容から、問題

になっている発明の具体的な内容
4 4 4 4 4 4 4 4 4

を導

き出しています。もっとも、すべての

発明が出願されるわけではありません

から、出願がなされていない場合には、

実験記録のようなその他の資料に基づ

いて、これを導き出します。

そして、その発明に至る経緯や誰が
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

どのように関わったのか
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を認定しま

す。具体的には、発明の属する技術分

野や関与した人間の保有している知識

および経験などが考慮されています。

４． 発明者の意義♪

まず、本判決は、発明者とは、発明

という自然法則を利用した高度な技術

的思想を、その分野の通常の知識を有

する者（当業者）が実施できるぐらい

に具体的かつ客観的に構成するための

創作的な活動に関与した者
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

のことであ

ると述べています。

そもそも、発明とは人がその知能を

使って作り出したもの（創作物）です。

よって、発明者というためには、発明

を作り出すための作業に関わっていな

ければならないのは当然のことです。

ここで、本判決は、発明に何らかの

かたちで関わっているものの、創作的

な活動に関わっていないため、発明者

に当たらない者の例を挙げています。

Ｐが発明を行い、Ｑがこれに関わって

いるものとして説明しましょう。

まず、ＱがＰに対して研究や開発の

ための抽象的なテーマを与えただけで

は、Ｑは「管理者」にすぎません。

次に、Ｐが発明を行う際に、Ｑが一

般的な指導やアドバイスを与えただけ

では、Ｑは単なる「助言者」です。

また、ＱがＰからの指示に基づいて、

発明に関する実験のデータを収集した

り、それを文書にまとめたりしただけ

では、Ｑは「補助者」にすぎません。

そして、Ｐが発明を行う際に、Ｑが

その資金を提供したり、研究・開発に

必要な設備や機具を提供したりしただ

けでは、Ｑは単なる「後援者」です。

レスをする条件等を変え、実験を重ね

て、有用性に関する条件を見いだし、

その結果に基づいて、本件修士論文を

作成したことが明らかである」

「本願発明と……本件修士論文の内

容とを対比すると、本件修士論文には

本願発明のすべての請求項について、

その技術的思想の特徴的部分が含まれ

ているので、遅くともＭが本件修士論

文を作成した時点において、当業者が

反復実施して技術効果を挙げることが

できる程度に具体的・客観的な構成を

得たものということができ、本願発明

が完成したものということができる」

「ＸのＭに対する指導、説明、指示等

の具体的内容としては、①水熱化学の

分野ないし水熱ホットプレス法について

一般的な説明をし、本件共同研究にお

いて行なうべき実験の手順を説明した

こと、②DTA分析を指示したこと、③

多孔性現象発見の後にSEM写真の撮影

を指示したことであるが、①、②につい

ては……本願発明とは直
マ マ

接な関係はな

く、③についても一般的な指導にとどま

る。そうすると、Ｘは、本願発明に至る

までの過程において、Ｍから実験結果

の報告を受けていたにとどまり、本願発

明の有用性を見いだしたり、当業者が

反復実施して技術効果を挙げることが

できる程度に具体的・客観的な構成を

得ることに寄与したことはない。Ｘは、

Ｍに対して、管理者として、一般的な

助言・指導を与えたにすぎない……」
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このような認定に基づいて、自らが

発明者であると主張する者が、創作的

な活動に関わっているといえるか否か

が判断されています。

特に、共同発明の場合は発明者であ

ると主張する者が他の関係者と密接か

つ継続的に協力し合って、創作的な活

動に重要な貢献を行っているか否かが

問題になることがあります。

それでは、本判決は、具体的にどの

ように判断しているのか、見てみま

しょう。まず、Ｍは、ガラス固化体に

ついて白金坩堝を使用して750℃まで

加熱すると多孔性現象が生じることを

発見し、これをきっかけに試行錯誤し

て、その有用性に関する条件を見いだ

し、本件修士論文を作成しました。

そして、本件修士論文と本願発明を

対比してみると、その出願書類から導

き出される本願発明の技術的な特徴

は、本件修士論文にすべて含まれてい

るとされています。

以上のことから、本判決は、Ｍが本

件修士論文を作成した時点で、本願発

明は完成されていたと述べています。

中川 淨宗（Kiyomune Nakagawa）
中川特許事務所 所長／弁理士

2006年に弁理士試験合格後、特許事務所を
開設、幅広く知的財産の実務に携わり、専
修大学および東海大学で講師も務める。
難曲で知られるリストの「ラ・カンパネラ」は、
素晴らしい演奏だと、どうやって弾いている
のかピアニストの指使いに見入ってしまう。
〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通３
-35横浜エクセレントⅢ　℡045-651-0236
URL：http://www.ipagent.jp
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一方、ＸがＭに対して行ったことは、

次のとおりです。まず、当該技術分野

に関する一般的な説明、本件共同研究

で行うべき実験の手順の説明、そして

DTA分析を行う旨の指示は、そもそ

も本願発明とは直接的には関係がない

とされています。

また、ガラス固化体について多孔性

現象を発見した後にSEM写真を撮る

ように指示したことは、一般的な助言

にすぎないと考えられています。

以上のことから、Ｘは、本願発明の

過程において、Ｍから実験の結果につ

いて報告を受けていただけであって、

その創作的な活動に貢献しておらず、

発明者ではないと判断されたのです。

６． おわりに♪

本判決を通じて、皆さんには、発明

者とはどのような人を指すのか、発明

に関与していても発明者とはいえない

者の例、そして発明者を認定するため

に、判例では具体的にどのような判断

手法が用いられているのかを知ってい

ただきたいと思います。

【ひと目で分かる今回のレッスンのポイント】

最後に、発明とは、法律上どのよう

な性質の行為なのか、ご説明します。

発明は民法でいう「事実行為」とされ

ています。事実行為とは、売買におけ

る「買いたい」といった意思表示がな

くても、ある行為がなされただけで法

律的な効果を生じる行為のことです。

ですから、未成年者のように、契約

などの法律行為を単独で行うことがで

きない「制限行為能力者」であっても、

発明を行って特許を受ける権利を取得

することが可能なのです。

これに関し、特許庁の古い審決です

が、比較的簡単な考案については、５

歳８ヵ月（！）に満たない幼児であって

も、その考案をする能力がないとはい

えないとした事例（43実1755）や、

視覚に障害を有する者だからといっ

て、発明をする能力がないとはいえな

いとした事例もあります（９特4106）。

次回の「エチュード」では、このよ

うな発明者の精神的な利益を保護する

ための「発明者名誉権」について、判

例を紹介してご説明しましょう。皆さ

ん、今回もお疲れさまでした！

１

３

研究・開発のための抽象的なテーマを与えただけの管理者
一般的な指導やアドバイスを与えたにすぎない助言者　　　　発明者　に
実験のデータの収集や、その文書化を行っただけの補助者　　該当しない。
研究・開発に必要な資金・設備・機具を提供しただけの後援者

複数の人間が共同発明者になるためには、創作的な活動において、一体的・
連続的な協力関係の下、それぞれが重要な貢献をする必要がある。

２

自然法則を利用した高度な技術的思想（発明）を、その分野の通常の知識
を有する者（当業者）が実施できるぐらいに具体的かつ客観的に構成する
ための創作的な活動に関与した者　⇒　発明者　に該当する。

⇒


